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　市民一人ひとりが、歯と口腔の健康の維持向上への意欲を持ち、日常の生活の中で継続的に
適切な歯科保健行動がとれるよう計画の普及を図り、市民、関係機関、団体、職域、行政等で
連携しながら取組を推進していきます。
　また、「岡山市歯と口腔の健康づくり推進協議会」において定期的に進捗状況を把握し、評価・
検討を行い、効果的な計画の推進について協議しながらすすめていきます。
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岡山市歯と口腔の健康づくり推進協議会
計画の進捗状況の把握、評価、協議
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計画の普及を図り、保健・
医療・福祉・教育等関係
者、歯科医療従事者、関係
団体、職域等と連携しなが
ら取組を推進していく。


